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 韓国京畿道の乳牛農場で 1月 2９日に口蹄疫（O型）が確
定されました。 

 豚は牛に比較して多量のウイルスを排泄することから、同国
での口蹄疫ウイルスの濃厚汚染が危惧されます。 

 来月 5日には、中国をはじめとするアジアの近隣諸国で春節
を迎え、訪日外国人旅行客の増加が見込まれ人・物の移動が
盛んになると考えられます。 

 口蹄疫等の侵入のリスクを減らすため、次の点（裏面参照）
にご配慮願います。徹底した防疫対策により、口蹄疫等の侵
入を防ぎましょう！ 
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１畜産関係者の方は発生国＊への渡航は可能な限り自粛をお願いします。 
＊農水省ホームページ「家畜の病気を防ぐために（家畜衛生及び家畜の感染症について）」 

＞「家畜の疾病に関する情報」 でご確認ください。 

・やむをえず発生国へ渡航する場合は、動物との接触を避け、家畜市場、 
農場、と畜場等へは立入らないでください。また、肉製品等を日本へ 

持ち帰らないでください。 

・帰国の際は、到着した空海港の動物検疫所カウンターへ立ち寄り、指導
を受けましょう。 

 
 
２飼養衛生管理基準の遵守について再度確認をお願いします。 
・海外旅行者は、帰国後１週間は農場へ立入らせないようにしてください。

飼養者がやむをえず発生国へ渡航した場合も同様です。 

・海外で使用した衣服や靴は、4カ月間は農場へ持ち込まないでください。 

やむをえず持ち込む場合は、事前に洗浄・消毒を徹底しましょう。 

・農場へ、不必要に外部の人が訪れることがないようにしましょう。 

また、農場立入者記録簿を設置し、その記録を１年間保存しましょう。 

・農場や畜舎出入り口に消毒槽や消石灰帯などを設け、人や車両が出入り

する際は消毒を徹底しましょう。 

 

３早期通報の徹底をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


